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医療機関が組織の方針として、このようなアクセス形態を認めるかどうかについては、

慎重な検討が必要である。 

 

３）閉域ネットワークを経由して接続する場合 

 

図 B-2-⑧ モバイル環境における接続形態（閉域ネットワーク経由） 

 ⑥と⑦はいずれも自宅やホテル等、通常の電話回線のある場所で、モバイル端末を電話

線に接続して閉域ネットワークのサービスプロバイダのアクセスポイントにダイアルアッ

プし、閉域ネットワーク経由で医療機関のアクセスポイント接続するケースである。 

⑥は⑦とよく似ているが、⑥がダイアルアップする際に一度オープンなネットワーク（イ

ンターネット）を提供するプロバイダを経由するのに対して、⑦では閉域ネットワークを

提供するプロバイダに直接ダイアルアップするという違いがある。 

⑧は⑥における電話回線の代わりに、自宅やホテル等インターネットへの接続インタフ

ェースのあるところで LAN を使って接続するケースである。このケースのバリエーション

として、LAN として有線の LAN の代わりに無線 LAN を利用するケースもあり、いわゆる

公衆無線 LAN 等もこのケースに含まれる。 

⑨は携帯電話・PHS 網を経由して、閉域ネットワークへ接続するケースである。この場

合の携帯電話・PHS 網から閉域ネットワークへの接続は、携帯電話・PHS サービス提供会

社によって提供されるサービスである。 

いずれも「Ⅰ．クローズドなネットワークで接続する場合」における「③閉域 IP 通信網

で接続されている場合」に相当するため、セキュリティ的な要件は、そこでの記述を適用

すること。クローズなネットワークを経由するため、比較的安全性は高い。 


